
安全安心な社会を目指して
税関では、知的財産侵害物品に関する情報を求めています。

通報先：門司税関密輸ダイヤル（２４時間受付）
シ ロ イ ク ロ イ

フリーダイヤル ０１２０－４６１－９６１
○門司税関ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.customs.go.jp/moji/
○e-mailｱﾄﾞﾚｽ moji-mitsujo@customs.go.jp

ニセモノなどの知的財産侵害物品は日本への持ち込みが禁止されています。

知的財産侵害物品の取締り強化
（令和６年３月８日㊎～３月１４日㊍）

令和５年上半期に門司税関において
差し止めた知的財産侵害物品の一部

《 ご注意ください!! 》

令和４年10月1日から、法律（関税法）が変わりました。

👈
詳細はコチラ！

（税関ＨＰ特設ページ）

個人で使用する場合であっても、
海外の事業者から送付される
模倣品（商標権又は意匠権を侵害するもの）
は 、 輸 入 で き ま せ ん 。

ニセモノを使用することにより

健康・安全が脅かされる危険性があります。


